
佐賀市事業所用生ごみ処理機導入費補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、市内の事業所から排出される生ごみの自己処理を促進することにより、市が

処理する事業所から排出される一般廃棄物の減量を図るため、生ごみ処理機を事業所に設置する

者に対して、予算の範囲内において、購入費用等の一部を助成することに関し、佐賀市補助金等

交付規則(平成 17 年佐賀市規則第 64 号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 生ごみ 市内の事業所において発生した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法 

律第 137 号)第 2条第 2項に定める一般廃棄物のうち、食品が食用に供された後に、又は供され

ずに廃棄されたものをいう。 

(2) 生ごみ処理機 生ごみを発酵、乾燥等の方法で処理することにより堆肥化、消滅化又は減量

化する機械等であって、1 日につき 20 キログラム以上の生ごみを処理する能力を有するものを

いう。 

(3) 事業所 個人又は法人が事業を営む店舗、事務所、工場等をいう。 

(補助対象者) 

第 3 条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に事業所を有する者 

(2) 市税を滞納していない者 

(3) 生ごみ処理機によって生成された堆肥等がある場合は、自らの責任において利活用すること

により、環境負荷の低減を図ることができる者 

（補助対象事業） 

第 4 条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の事業所に生ご

み処理機を設置する事業とする。 

2 前項の生ごみ処理機は、新品のものでなければならない。 

（補助対象経費） 

第 5 条 補助の対象となる経費は、生ごみ処理機本体の購入費用又はリース費用(消費税及び地方消

費税を含む。)とする。 

（補助金の額） 

第 6 条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めたとおりとする。 

(1) 生ごみ処理機を購入するときは、補助対象経費に 3 分の 2 を乗じて得た額とし、200 万円を上

限とする。 

(2)生ごみ処理機をリース契約により利用するときは、処理機を設置した日から 5年間に限り、当該

期間中の各年度に要する補助対象経費に 3 分の 2を乗じて得た額を補助するものとし、40 万円を上

限とする。各年度の補助金の合計が 200万円に達するまでを上限とする。 

2 補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 



（補助金の交付申請） 

第 7 条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐賀市事業所

用生ごみ処理機導入費補助金交付申請書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

(1) 事業計画書(様式第 2号) 

(2) 生ごみ処理機の仕様書又は形状、規格等が確認できるパンフレット等 

(3) 補助対象経費に係る見積書の写し 

(4) 生ごみ処理機を設置する場所の位置図 

(5) 生ごみ処理機を設置する前の現況写真 

(6) 法人にあっては法人が、個人にあっては事業主が、市税を滞納していない旨の証明 

(7) 法人にあっては法人登記の全部事項証明書、個人にあっては住民票の写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、生ごみ処理機をリース契約により利用する者が、2 年目以降の申請を

するときは、申請年度の当初速やかに申請書を提出するものとし、前項各号の内容等の変更がない

限り、書類の添付は要しない。 

(補助金の交付決定等) 

第 8 条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を

決定するものとする。 

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を佐賀市事業所用生ごみ処理機導入費補助金交

付決定通知書(様式第 3号)により申請者に通知するものとする。 

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を佐賀市事業所用生ごみ処理機導入費補助金

不交付決定通知書(様式第 4号)により申請者に通知するものとする。 

(補助金の交付制限) 

第 9 条 補助金の交付は、生ごみ処理機を設置する 1事業所につき、1台限りとする。 

(実績報告) 

第 10 条 第 8 条第 2項の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)

は、補助対象事業が完了したときは、完了日から起算して 1 月以内又は当該完了した日の属する

市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、佐賀市事業所用生ごみ処理機導入費補助金実績報

告書(様式第 5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 生ごみ処理機の購入に係る領収書又は契約書の写し 

(2) 生ごみ処理機設置後の現況写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、生ごみ処理機をリース契約により利用する者が、2 年目以降実績報

告書を提出するときは、前項 2号の書類の添付は必要としない。 

(補助金の交付確定) 

第 11 条 市長は、前条の実績報告書の提出のあった場合は、その内容を審査し、必要に応じて職員

に現地調査を行わせ、その報告に係る補助対象事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を佐賀市事業所用生



ごみ処理機導入費補助金交付確定通知書(様式第 6 号)により補助金交付決定者に通知するものと

する。 

(補助金の交付請求) 

第 12 条 前条の規定により通知を受けた補助金交付決定者は、速やかに佐賀市事業所用生ごみ処理

機導入費補助金交付請求書(様式第 7号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。 

(その他) 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


